
中村学園大学・中村学園大学短期大学部ガバナンス・コード 

適合状況について（令和５年９月点検） 
 

本学においては、日本私立大学協会が策定した「日本私立大学協会憲章 私立大学版ガバ
ナンス・コード〈第１版〉」を基に、本学独⾃の⾃主⾏動基準として「中村学園大学・中村
学園大学短期大学部ガバナンス・コード」を制定し、令和２年度より運用しています。 

この度、ガバナンス・コードへの適合状況（令和 4 年度）をまとめましたので、本学ホー
ムページに掲載し、ステークホルダーの皆様へ広くお知らせいたします。 
 
第１章 私立大学の⾃主性・⾃立性（特色ある運営）の尊重 

大項目 中項目 適合状況 

１−１ 建学の精神 
(1)建学の精神 ○ 
(2)建学の精神に基づく人材像 ○ 

１−２ 教育と研究の目的
（私立大学の使命） 

(1)建学の精神に基づく教育目的等 ○ 
(2)中期総合計画の策定と実現に必
要な取組みについて 

○ 
（解説：1-2(2)） 

【解説：1-2(2)】 
 学園全体の「2030 年ビジョン」を基に、3 ヶ年計画（中期総合計画）を策定し、同計画の
最終目標達成のために、各年度の事業計画（KPI）を設定している。進捗状況については、
⾃己点検・評価委員会、審議会での点検・協議を経て、財務状況とあわせて理事会及び評議
員会にて報告・管理把握すると共に、全教職員にて共有し施策を実⾏している。 
 
第２章 安定性・継続性（学校法人運営の基本） 

大項目 中項目 適合状況 
２−１ 理事会  ○ 

２−２ 理事 

(1)理事の責務（役割・職務・監督責
任）の明確化 

○ 

(2)学内理事の役割 ○ 
(3)外部理事の役割 ○ 

(4)理事への研修機会の提供と充実 
○ 

（解説：2-2(4)） 

２−３ 監事 

(1)監事の責務（役割・職務範囲）に
ついて 

○ 

(2)監事の選任 ○ 
(3)監事監査基準 ○ 



(4)監事業務を支援するための体制
整備 

○ 

２−４ 評議員会  ○ 

２−５ 評議員 
(1)評議員の選任 ○ 
(2)評議員への情報の提供と充実 ○ 

【解説：2-2(4)】 
 以前は新任理事及び監事のみを対象に研修を実施してきたが、現在は外部理事を含む全
ての理事及び監事に対する研修（Web）を実施しており、引き続き内容の充実に努める。 
 
第３章 教学ガバナンス（権限・役割の明確化） 

大項目 中項目 適合状況 

３−１ 学⻑ 
(1)学⻑の責務（役割・職務範囲） ○ 
(2)学⻑の補佐体制（学⻑補佐・学部
⻑の役割） 

○ 

３−２ 教授会 
(1)教授会の役割（学⻑と教授会の
関係） 

○ 

 
第４章 公共性・信頼性（ステークホルダーとの関係） 

大項目 中項目 適合状況 
４−１ 学⽣に対して  ○ 
４−２ 教職員等に対して  ○ 

４−３ 社会に対して 
(1)認証評価及び⾃己点検・評価 

○ 
（解説：4-3(1)） 

(2)社会貢献・地域連携 ○ 
４−４ 危機管理及び法令
遵守 

(1)危機管理のための体制整備 ○ 
(2)法令遵守のための体制整備 ○ 

【解説：4-3(1)】 
 令和 3 年度に受審した認証評価結果を踏まえ、教育・研究水準の向上と改善に努めると
共に不断の PDCA サイクルを確立すべく、⾃己点検・評価報告書を毎年改訂している。 
 
第５章 透明性の確保（情報公開） 

大項目 中項目 適合状況 

５−１ 情報公開の充実 
(1)法令上の情報公表 ○ 
(2)⾃主的な情報公開 ○ 
(3)情報公開の工夫等 ○ 


